平　成　24　年　度　研　究　助　成

募集要項
（応募締め切り：平成23年11月30日（水）必着）
平成23年10月

公益財団法人ＪＲ西日本あんしん社会財団

Ⅰ　助成の趣旨
平成17年４月25日、福知山線において106名もの方々の尊いお命を奪い、500名を超える方々がお怪我をされるという極めて重大な事故が発生しました。西日本旅客鉄道株式会社は、多くのお客様のかけがえのない尊いお命をお預かりしている企業として、このような重大な事故を惹き起こしたことを反省し、「安全で安心できる社会づくり」の一端を担いたいという思いから、平成21年４月１日にＪＲ西日本あんしん社会財団を設立しました。その後、当財団は、平成22年１月に内閣総理大臣より公益認定を受け公益財団法人となりました。
当財団では、設立の趣旨を踏まえ、「安全で安心できる社会」の実現に向け、広く事故や災害により被害に遭われた方々などへの精神面、身体面でのケア並びに地域社会における安全構築に関わる活動や研究に対する支援のほか、これらに関する普及啓発活動などの事業活動を展開しており、その一環として公募による助成事業を行っております。
本年３月11日の東日本大震災や９月の台風12号は、極めて広範囲にわたり甚大な被害をもたらしました。奇しくもこれらの大災害は、当財団がこれまでの公募助成でテーマとして掲げてきた事故、災害が起こった際の備えやその後のケアの重要性を改めて強く認識するきっかけとなりました。

当財団は、平成24年度研究助成についても引き続き、事故、災害が起こった際の備えやその後のケア、又は事故防止に真摯に取り組んでおられる研究者の独創的、先駆的な研究を公募し支援させていただきます。「安全で安心できる社会」の実現に貢献できる研究の応募を期待しています。
Ⅱ　助成対象について
１．助成対象研究

以下に掲げるテーマに沿った研究とします。
	【研究助成テーマ】

事故、災害が起こった際の備えやその後のケア、又は事故の防止に関する研究

（専ら事故、災害に関する研究のみならず、それらに関連する研究も助成対象となります）


〔主な助成例〕

・事故や災害において被害に遭われた方に対するグリーフケア、スピリチュアルケア等の心のケアに関する研究

・事故や災害により身体に障害を負った方に行うリハビリテーション等、身体的な機能回復に関する研究

・事故、災害時やその後の救援・支援活動（システム）に関する研究

・市民が行う救護活動に関する研究
・公共交通機関における事故の防止や事故の被害軽減に関する研究

・事故、災害時における社会的リスクに関する社会心理学的、人間工学的な研究　など

※「事故、災害が起こった際の備えやその後のケア、又は事故の防止」に関する研究を助成対象としていますので、例えば、専ら「子どもの福祉・青少年育成」「高齢者福祉」「終末期医療」「防犯」及び「製品事故・医療事故・原発事故」を目的とする研究は、本公募助成の趣旨との関連性が薄いことから助成対象外となります。

また、以下の研究も助成対象となりませんので、ご注意ください。
①営利目的又は営利につながる可能性の大きい研究

②宗教的研究又は政治的研究
③公序良俗に反する研究
④受益の機会が特定の団体や個人に限定されているなど閉鎖性の強い研究
⑤他の機関からの委託研究又は行政機関、公的団体、財団法人等他の団体から助成を受けている研究
⑥外部委託が著しい研究又は実質的に完了している研究
⑦助成期間内に一定の成果を得られる見込みのない研究

２．申請条件（応募資格）
以下に掲げる全ての条件を満たす研究者（共同研究の場合は、代表研究者）を助成対象とします。
	【対象研究者】

①近畿２府４県（京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県）にある大学、大学院（附属機関含む）、大学共同利用機関、高等専門学校、公的研究機関、医療機関の何れかに所属している研究者で、当該機関で実質的に研究できる方（国籍等は不問）

②研究計画の推進に責任を持ち、助成金の管理及び助成期間満了後の報告を適切に行うことのできる方


　
※以下の研究者は助成対象となりません。

①海外に居住されている方
②営利を目的とする機関（企業等）に所属する方

③反社会的活動を営む団体に所属している方又はその種の団体の構成員等の統制下にある方

Ⅲ　助成の概要

１．助成期間

平成24年４月１日から平成25年３月31日までの１年間とし、その期間内において完了することを原則とします。
２．助成金

(1) 助成金額

研究助成１件あたりの助成金額は、200万円以下とします。
※活動助成と研究助成を合わせて総額2,500万円程度を予定しています。

(2) 助成金の使途

助成対象となる研究を行うにあたって直接的に必要となる経費とします。

※経常的に発生する間接経費は助成対象となりません。

※経費区分等は、「収支費目一覧表」（Ｐ.６）を参照してください。

(3) 助成期間終了後の助成金の取り扱い

助成期間終了後、費消されていない助成金がある場合は、原則として当財団に返還していただきます。

(4) 助成金で購入した什器備品の取扱い

助成金で購入した10万円以上の機器等については、原則として助成期間終了後、所属機関又は関係する研究機関等に寄贈していただきます。

(5) その他
助成が決定した際には、まず当財団との間で「覚書」を締結していただきます。締結した「覚書」に反する行為があった場合（申請書に記載のない助成金の使用がある場合、助成期間内に研究が実施されない場合、研究実績報告書を提出されない場合など）には、助成金を返還していただくことがあります。
３．助成決定方法
提出いただいた申請書の内容を基に、当財団の事業審査評価委員会で厳正かつ公正なる審査を行い、平成24年３月頃の理事会で助成先及び助成金額を決定します。

※必要に応じ提出書類の内容について問い合わせをすることがあります。

　　（事業審査評価委員会 委員）　　　　　　　　　　　　　　　　※平成23年10月1日現在
	渥 美 公 秀
	大阪大学大学院人間科学研究科教授

	公 文 啓 二
	近畿大学医学部奈良病院救命救急科教授

救命救急センター長

	黒 坂 昌 弘
	神戸大学大学院医学研究科教授

	白 取 健 治
	西日本旅客鉄道株式会社常務執行役員

安全研究所長

	土 田 昭 司
	関西大学社会安全学部教授・同副学部長

	藤 井 美 和
	関西学院大学人間福祉学部教授
死生学・スピリチュアリティ研究センターセンター長


４．審査基準

次の要件を勘案のうえ、総合的に判断し、選考します。

(1) 当財団が助成を行うのに相応しい研究
当財団の設立の趣旨に合致しており、「安全で安心できる社会」の実現に寄与しうる研究であること
(2) 社会的な要請が強い研究
社会の要請度、緊急度が高く、その点での要請に応えるものであること
(3) 独創的、先駆的な研究
独創的、先駆的であり、成果の社会的意義が認められること
(4) 研究の遂行能力
スケジュール等が妥当であり、所期の目的を達成できる蓋然性が高いこと
(5) 経費の合理的使用
目的及び成果に照らして、経費の見積が合理的かつ適正であり、他からの資金援助がないこと

５．選考結果
選考結果については、決定後直ちに応募者全員に対し、文書にてお知らせする予定です。
※採否及びその理由についてのお問い合わせには回答いたしかねます。
６．助成金の交付
平成24年３月下旬にご指定の銀行口座に一括して送金します。但し、交付前に助成金により研究を実施していくにあたっての取り決め事項に関する「覚書」を、当財団との間で締結していただきます。
７．報告義務
当財団との間で締結する「覚書」に基づき、平成25年４月22日までに研究実績報告及び領収書など支出を証明する会計書類を含む会計報告等をしていただきます。

なお、実績報告としてご提出いただく内容は、当財団内においてのみ使用し、外部に公表するものではありません。
また、随時問い合わせ等を行う場合があります。

８．成果発表等外部への公表について
(1) 当財団の機関紙やホームページ等における公表について

当財団の機関紙やホームページ等において成果概略（一般の方にも理解しやすい内容）等を公表させていただくための報告書をご提出願います。
※平成25年4月22日までにご提出いただく研究実績報告とは別にご提出願います。

(2) 学会や大会、学会誌への発表等

助成を受けた研究の成果は、助成期間終了後できるだけ早い機会に、学会や大会、学会誌への発表等により必ず公表してください。なお、その際には、必ず当財団からの助成研究である旨を示してください。

なお、研究成果の公表後は速やかに論文、予稿集原稿、発表の際の資料等（コピー可）をご提出ください。
Ⅳ　応募手続

１．応募の締め切り

平成23年11月30日（水） 必着
２．応募にあたっての必要書類

	①
	平成24年度研究助成申請書

	②
	助成研究の一部を第三者に委託する場合は、委託内容とその費用について具体的に記されている資料


※①当財団指定の申請書を提出してください。

※②委託費の明細を記した見積書や委託内容を記した仕様書など、上記②の項目の内容を満たす資料を添付してください。

※その他当財団から特に指定する添付書類はありませんが、申請書だけでは、十分に研究内容等を説明できない場合には、補足する資料等を添付していただいても結構です。
３．申請書の請求
次のいずれかの方法により請求を行ってください。
(1) 当財団ホームページよりダウンロードする場合
URL　http://www.westjr-anshin-f.jp
(2) 郵送によるご請求の場合

必要な申請書名（活動助成又は研究助成）をご記入のうえ、宛先記入済の角２（Ａ４判）封筒に200円切手を貼付した返信用の封筒を同封して、以下の宛先へご請求ください。
４．応募方法
必要事項をご記入いただいた申請書（添付資料がある場合には、その資料も含む）の原本及びコピー１部（合計２部）を添付して、封筒に入れて以下の宛先へご送付ください。

※申請書受付後、受領した旨の書面を送付いたしますので、未着の場合はご確認ください。

※ＦＡＸ、Ｅ-mailでの申請は受け付けておりません。

※受け取りを明確にするため、必ず簡易書留など配達記録の残る手段でご送付ください。

５．申請書の作成及び送付時の留意事項

申請書の記入及び送付時には、以下の点にご注意ください。
・申請書は、添付資料を除き当財団指定の様式を使用してください。
・申請書は、日本語で記入してください。
・申請書は、パソコン等による直接印字又は手書きにて作成してください。
・申請書に虚偽の記述をしていることが明らかになった場合は、仮に助成決定に至っていても決定は取消しとなります。
・申請書は、原本、コピーともクリップなどで留めてください。（ホッチキス留めはしないでください。）
・申請書は、片面印刷でのご提出をお願いします。（両面印刷はしないでください。）
・ご提出いただいた申請書及び添付資料の差し替えは受け付けません。
・ご提出いただいた申請書及び添付資料は返却いたしません。
・控えとして、お手元に申請書等のコピーを必ず保管しておいてください。
６．申請書等の請求・送付先

	〒530－8341　大阪市北区芝田二丁目4番24号

　　　　　　 ＪＲ西日本あんしん社会財団　事務局宛


　　　※申請書の送付の場合は、封筒の表面に「助成申請書在中」と記載してください。

Ⅴ　その他

１．留意事項
(1) 助成申請中の留意事項
申請いただいた研究助成に対し、他団体からの助成が決定した場合など、申請書に記載された内容に変更が生じた場合には、速やかに当財団までご連絡をお願いします。

(2) 助成決定後の留意事項

助成対象となった研究の遂行中、やむを得ない事情により、その計画を変更しようとする場合には、当財団の承認が必要となりますので、事前にお知らせください。
なお、申請書提出時の計画から大幅に変更となる場合や変更により所期の成果が達成されない場合には、助成金を返還していただく場合があります。

(3) 贈呈式

助成対象となった研究者の方々に対する贈呈式を、平成24年３月下旬に開催する予定です。
２．当財団における個人情報の取り扱いについて
ご提供いただいた個人情報は、当財団の業務遂行上必要な範囲内に限定して利用いたします。
また、上記目的及び法令等の定める場合を除き、事前に申請者本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。

３．お問合せ先

ご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。

〒530－8341　大阪市北区芝田二丁目4番24号

公益財団法人ＪＲ西日本あんしん社会財団　事務局

TEL：06－6375－3202（平日10：00～17：00）

FAX：06－6375－3229
E-mail：jrwzaidan@westjr-anshin-f.jp
収支費目一覧表
助成金の使途は、助成対象となる研究を行うにあたって、直接的に必要となる経費とし、以下の費目別の内容を参考にしてください。

	項目
	費目
	内容

	収入
	当財団助成金
	当財団からの助成金額

	
	自己負担金
	申請者自身又は研究者が所属する機関が負担する金額

	
	その他収入
	上記以外の収入

	支出
	旅費交通費
	研究を実施するために必要となる出張旅費、交通費及び宿泊費など

※外部協力者からの助言、協力などに対する交通費等は諸謝金としてください。

	
	会議費
	会場使用料、会場設営費、茶菓子代など

※外部協力者からの助言、協力などに対する謝礼金等は諸謝金としてください

	
	通信運搬費
	郵送料、宅配便代など

	
	印刷製本費
	ポスター、パンフレット等の印刷代や資料等の複写代など

	
	図書費
	研究に必要となる書籍、文献、資料、マイクロ・フィルム等の購入費

	
	什器備品費
	一件５万円以上で研究の実施に必要な備品等の購入費

	
	消耗品費
	一件５万円未満で研究の実施に必要な備品等の購入費

	
	賃借料
	設備、機械、器具、備品などの借料

	
	委託費
	研究の実施に関する委託を行った際の費用

	
	諸謝金
	研究に必要となる研究者（共同研究者含む）以外の者に対する謝礼金、交通費及び宿泊費など

例　外部協力者からの助言、協力への謝礼金や交通費、宿泊費　等

	
	人件費
	研究を行うことにより新たに必要となる人件費

例　研究に直接携わるパートやアルバイトなどの人件費　等

	
	その他費用
	上記各費目に該当しないその他の経費


	(注）研究に直接的に関係のない経常的に発生する間接経費など、次の経費は助成対象とはなりません。
・応募者が所属する組織の一般管理費（経常的な経費）
・代表研究者、共同研究者の人件費、日当、謝金（給与や社会保険費等）

・研究に直接的には関係しない日常的に使用する機器類（パソコン等）

・飲食費、交際費

・その他、研究に直接必要としない経費
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